
　平成29年4月1日から平成30年3月31日までの松伏町情報公開条例及び松伏町個人情報保護条例の運用状況を公表します。

注１　�件数とは、請求書及び決定等
の通知書の件数です。

注２　�受付件数と処理件数の合計が
合致しないのは、処理中の事
案があるためです。

注１　�件数とは、請求書及び決定等
の通知書の件数です。

注２　�受付件数と処理件数の合計が合
致しないのは、1通の開示請求書
で複数の公文書が開示請求の対
象となる場合があるためです。

� （２）保有個人情報の訂正及び利用停止の請求の実績は、ありません。
　　　�※�各条例に基づく請求内容等につきましては、町ホームページに掲載されている「平成29年度松伏町情報公開・個

人情報保護制度運用状況報告書」をご覧ください。

1　松伏町情報公開条例
� 公文書の開示の実施状況

　新たに成人となる若者をお祝いする「成人を祝う会」の実行委員を募集します。成人を祝う会を企画・運営し
て、みんなの思い出に残る会をつくりませんか?
■対象/町内在住の新成人（平成10年4月2日〜平成11年4月1日生まれ）の方
■内容/「成人を祝う会」の企画・準備・運営。8月以降、月1回程度、夜間に会議を行います。
■申込み/教育文化振興課にお問い合わせください。

2　松伏町個人情報保護条例
� （１）保有個人情報の開示の実施状況

　先日、ごみ収集車に同行し、実際の現場に立会いました。
そこで感じたことは、食べ残しなどの食品ロスとなってい
るものが多いこと、また、水分が多く残っている生ごみも
あり、工夫しだいで、町から出るごみの量を削減できるの
ではないかと感じました。
　平成30年度の大きな目標の1つとして、教育環境の充実
を図るため、「町内5校へのエアコン設置」に向けて歩み出
すことを掲げております。エアコンの設置については、文
部科学省の補助金を活用できるよう検討しております。
エアコンは、設置して終わりではなく、その後維持管理に

多額の費用がかかります。
　そこで、皆様にお願いがあります。
　皆様のご家庭から出されるごみの量を10%削減してい
ただければ、エアコンの維持管理にかかる経費を捻出でき
る試算が出ております。
　現在、各ご家庭においても、ごみ減量に努めていただい
ているところと思いますが、今まで以上に、ごみ減量・分別
を実施していただき、未来を支える子どもたちの教育環
境のため、10%のごみ減量にご理解・ご協力をお願いしま
す。

ごみ10％削減にご協力を！

実施機関 受付件数
処理件数

開示 部分開示 不開示
（不存在を含む。） 計

町　　長 ３ １ ０ １ ２
教育委員会 １ １ ０ ０ １
合　　計 ４ ２ ０ １ ３

実施機関 受付件数
処理件数

開示 部分開示 不開示
（不存在を含む。） 計

町　　長 ４ ３ ３ ０ ６
合　　計 ４ ３ ３ ０ ６

町長コラム

鈴木�勝

平成31年「松伏町成人を祝う会」
日時/平成31年1月13日（日）午後1時〜3時（受付:正午〜、集合:午後0時45分）
会場/田園ホール・エローラ（中央公民館）
対象/新成人（平成10年4月2日〜平成11年4月1日生まれ）の方
　※町外へ転出し、松伏町の式典に参加希望の方には案内状を送付しますので、
　　教育文化振興課へご連絡ください。12月上旬に案内状を送付します。

平成29年度　松伏町情報公開条例及び松伏町個人情報保護条例の運用状況について
問合せ：総務課 職員文書担当　☎ 991−1896

平成31年「松伏町成人を祝う会」実行委員を募集します
問合せ：教育文化振興課 社会教育担当　☎ 991−1873
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